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はじめに 

少子高齢化の進行に伴い，家庭や地域を取り巻く環境が大きく変化していく中で，

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ，育てられるよう国，地方公共団体，企業

などが，社会全体で，その環境整備に取り組んでいく必要性があることから，平成１

５年７月に次世代育成支援対策推進法が制定されました。 

本市においては，この法律に基づき，職場で職員を雇用する事業主の立場から，平

成１７年４月に「鹿嶋市次世代育成支援特定事業主行動計画」を策定し，これまで職

員の仕事と子育ての両立支援に取り組んできたところです。 

 

 また，平成２７年９月に制定された女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律に基づき，女性が職場において働きやすい環境を整備するため，鹿嶋市における女

性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画を策定し，女性職員のキャリアアッ

プ支援などを行ってきました。 

 

この度，次世代育成支援対策推進法が改正され，法律の有効期限を１０年間延長さ

れたことに伴い，新たな次世代育成支援特定事業主行動計画を策定することに加え，

新たな計画期間とする女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画を策定す

るに当たり，両計画は，職員の働き方やワーク・ライフ・バランスの観点から密接に

関連しているため，両計画を一体化して策定することといたしました。 

 

本計画に掲げる事業を推進し，職員の皆さんの仕事と家庭生活がより充実したもの

となることを目指していきます。 

 

（令和５年６月１３日付け政府策定の「こども未来戦略方針」において，男性の育

児休業取得率の目標が２０２５年公務員８５％（１週間以上の取得率）に引き上げ

られたことを受け，本計画の育児休業取得率の男性の令和７年度目標値（Ｐ７）を

令和５年１０月に改定しました。） 

 

 

 

 

 

   令和３年７月 

 

 

 

 

鹿 嶋 市 長    

鹿 嶋 市 議 会 議 長    

鹿 嶋 市 教 育 委 員 会    

鹿 嶋 市 農 業 委 員 会    

鹿 嶋 市 代 表 監 査 委 員    

鹿 嶋 市 選 挙 管 理 委 員 会    

鹿嶋市固定資産評価審査委員会    
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 第１章 総論 

 

１ 計画の位置付け 

  本計画は，次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第１９条

及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４

号。以下「女性活躍推進法」という。）第１9条に基づき，鹿嶋市長が策定する特

定事業主行動計画を兼ねるものです。 

 

２ 計画期間                                                                                

令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 

 

３ 計画の推進体制                                                                     

本計画の取り組みを効果的に推進するために，事務局（人事課）を中心として，

それぞれの職場における取組の点検・評価を実施し，その後の取組や計画の見直し

を図るものとします。 

 

４ 基本目標 

  基本目標１ 働き方改革とワーク・ライフ・バランスの充実 

   職員の仕事と生活の調和の推進のため，時間外勤務の縮減や年次有給休暇の取

得を促進するとともに，本計画内容を所属長に説明するなど職員の意識改革・業

務改善に努めます。 

 

  基本目標２ 妊娠・育児・介護と仕事の両立支援 

   不妊治療休暇，育児休業，育児部分休業など妊娠・育児・介護と仕事の両立支

援のための制度の周知と取得しやすい職場環境づくりに努めます。 

 

  基本目標３ 女性職員の活躍推進 

   女性職員のキャリアアップ支援のため，女性職員向け研修会の参加機会確保に

努めます。 

 

５ これまでの取り組み 

  鹿嶋市次世代育成支援特定事業主行動計画及び鹿嶋市における女性職員の活躍

の推進に関する特定事業主行動計画に基づくこれまでの取り組みに対し，主な実績

は，次のとおりです。 

（１）育児休業等を取得しやすい環境整備（次世代育成・女性活躍） 

出産を控えている職員に対し，育児休業や手当金などの制度の説明を行い，

また，育児休業等を取得しやすい職場環境づくりを進めたところ，男性職員の

育児休業取得者が平成３０年度に１名（取得率２０％），令和２年度に４名（取

得率４４％）いました。 

 （２）休暇の取得促進（次世代育成） 

    年次休暇の取得率は，次のとおりです。 

 

年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 

取得率 ３２．１％ ３４．５％ ３１．１％ ３３．７％ ３５．６％ 
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    平成２８年以降，取得率は３０％を超えており，令和２年は３５％を超えま

した。年次休暇の取得により，職員の健康と生活に役立つだけでなく，職員の

心身の疲労の回復，生産性の向上など業務上の大きなメリットもあります。引

き続き，取得をしやすい職場環境づくりを進めます。 

 

  （３）目標値及び実績値 

項目 
令和２年度 

目標値 実績値 

育児休業取得率 
男性 １０％ ４４％ 

女性 １００％ １００％ 

採用試験受験者に占める女性割合 ４５％以上 ４３％ 

管理的地位に占める女性職員の割合 ２０％以上 ２５％ 
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 第２章 取り組み内容 

 

基本目標１ 働き方改革とワーク・ライフ・バランスの充実 

 （１）意識改革・業務改善 

ア 研修の実施 

所属長や職員に対し，母性保護，育児休業，休暇，時間外勤務の制限等の

各種制度に関する研修を実施するとともに，「仕事と子育ての両立」について

の啓発を行います。 

 

イ 計画内容等の周知 

所属長が行動計画の趣旨を理解し，主体的に計画実施に取り組み，また，

母性保護，育児休業，休暇，時間外勤務の制限等の制度について，正しい知

識を持ったうえで，職員への制度利用を働きかけることができるよう，所属

長を対象に説明し，行動計画の周知徹底を行います。 

 

   ウ 健康安全への配慮 

     妊娠中の職員の健康や安全に配慮し，担当している業務が過度の負担とな

らないよう業務分担の見直しを行い，本人の希望に応じ，時間外勤務を命じ

ないこととします。 

 

 （２）時間外勤務の縮減 

ア 深夜勤務及び時間外勤務を制限する制度の周知 

小学校就学始期に達するまでの子どもがいる職員の深夜勤務及び時間外

勤務を制限する制度について周知徹底を図ります。 

  

   イ 定時退庁等の実施 

ノー残業デー（毎週水曜日）の徹底を図るため，庁内掲示板により周知し

ます。 

また，定時退庁できない職員が多い部署を把握し，所属長へ指導します。 

 

   ウ 時間外勤務の縮減のための意識啓発等 

時間外勤務の多い部署の実態調査及び所属長からのヒアリングを行った

うえで，注意喚起を行います。 

また，時間外勤務の特に多い職員の状況を把握して所属長に報告し，所属

長の時間外勤務に関する認識の徹底を図ります。 

 

   エ 健康面への配慮 

時間外勤務の特に多い職員に対して，健康面における指導等を行います。 

 

（３）年次有給休暇の取得促進 

ア 取得しやすい環境整備 

所属長は，率先して休暇を取得するとともに，部下の年次休暇の取得状況

を把握して，職員の計画的な年次休暇の取得を積極的に促します。 

また，職場内で日頃から積極的に休暇が取得できる雰囲気づくりや事務処
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理において相互に応援できる体制を整備することに努めます。 

 

イ 連続休暇取得の促進 

ゴールデンウィーク期間や夏季休暇期間の前後，金曜日・月曜日と休日を

組み合わせた年次休暇の取得により，連続休暇の取得促進を図ります。 

 

基本目標２ 妊娠・育児・介護と仕事の両立支援 

 （１）両立支援のための制度の周知 

 ア 制度周知・利用促進 

母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている育児休業，休暇，時

間外勤務の制限等の各種制度や出産費用の給付等の経済的支援についての

周知を図り，制度を利用しやすい職場環境を整えます。 

また，職員から申出があった場合には，個別に育児休業等の制度・手続に

ついて説明を行います。 

 

   イ 育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成 

     育児休業，育児短時間勤務又は育児時間に対する職場の意識改革を進め，

育児休業等を取得しやすい職場環境づくりに努めます。 

 

   ウ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

育児休業中は，職場の情報が途絶えることになり，復帰に際しての障がい

となる可能性があります。職員とは定期的に連絡を取り合い，職場や業務の

状況についての情報提供を行います。 

また，職員が円滑に従来の業務に復帰できるようＯＪＴ研修等を実施しま

す。 

 

   エ 育児休業等を取得した職員の代替要員の確保 

育児休業中の職員の業務を，所属内の業務見直しによって当該職員の業務

を処理することが難しいときは，補助職員等の活用により代替職員の確保を

図ります。 

 

 （２）両立支援のための休暇の取得促進 

   ア 不妊治療休暇の新設 

     不妊治療と仕事を両立しながら職員が働き続けられる労働環境を整える

ため，令和３年４月から不妊治療休暇を新設しました。本制度の周知を通じ

て，不妊治療を受けやすい職場環境の情勢等を図ります。 

 

イ 男性の子育て目的の休暇等の取得促進 

     子どもの出産前後における父親の特別休暇及び年次休暇の取得について

の周知を図り，出産に係る特別休暇（３日間）と年次休暇をあわせて，５日

程度取得できるよう休暇を取得しやすい職場環境づくりに努めます。 

 

ウ 男性の育児休業等の取得促進 

     男性も育児休業，育児短時間勤務又は育児時間を取得できることについて
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周知を図り，育児休業等を取得しやすい職場環境づくりに努めます。 

なお，令和２年度までの取得者数は，平成３０年度に１名，令和２年度に４

名取得しております。 

 

エ 子どもの看護のための特別休暇の取得の推進 

子どもの看護休暇の制度を周知徹底するとともに，取得しやすい職場環境

づくりに努めます。 

 

オ 子どもの学校行事等のための休暇取得促進 

学校や家庭，地域において子どもとふれあう機会を増やすとともに，教育

の重要性を再認識するため，子どもの学校行事，授業公開日，家族の誕生日

等の際に年次休暇を取得しやすい職場環境づくりに努めます。 

 

基本目標３ 女性職員の活躍推進 

 （１）女性職員のキャリアアップ支援 

    女性職員向け研修会への参加機会を確保し，女性職員へのキャリア形成を支

援します。 

 

（２）男性の育児休業等の取得促進（再掲） 

男性も育児休業，育児短時間勤務又は育児時間を取得できることについての 

周知を図り，育児休業等を取得しやすい職場環境づくりに努めます。 

 

第３章 今後の取り組みの指標及び目標値 

項目 
令和２年 

実績値 

令和７年 

目標値 

年次休暇取得率 ３５．６％ ４０％ 

 

項目 
令和２年度

実績値 

令和７年度

目標値 

育児休業取得率 
男性 ４４％ 

８５％ 
（１週間以上の

取得率） 

女性 １００％ １００％ 

採用試験受験者に占める女性割合 ４３％ ５０％ 

管理的地位に占める女性職員の割合 ２５％ ３５％ 

 

 

 

 


